
『アオバズクのヒナたち』 Photo in YokohamaCity by Hideo Takouda
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公益社団法人神奈川県環境保全協議会の皆様には､ 日ごろから本県の環境行政の推進にご理

解､ ご協力をいただいており､ 心からお礼申し上げます｡

私は､ 昭和56年に入庁しましたが､ 最初に配属された所属が農地計画課であり､ その後､ 環

境政策課､ 環境計画課長､ 環境農政局企画調整課長､ 新エネルギー・温暖化対策部長等を経て､

現職に就任しました｡ このように､ 私の県職員生活の大半が環境農政分野であり､ 神奈川県環

境保全協議会の皆様には不思議な縁を感じています｡

さて､ 県では､ 大気汚染や廃棄物の不法投棄､ 自然環境の保全などの身近な問題から､ 地球

温暖化など地球規模のものまで､ 多岐にわたる環境問題への対応に努めております｡

例えば､ 平成28年３月には､ ｢次世代につなぐ､ いのち輝く環境づくり｣ を基本目標とした､

新たな ｢神奈川県環境基本計画｣ を策定したところであり､ 現在､ 10年後のめざす姿や施策の

方向性を明らかにして､ 様々な環境保全対策に取り組んでいます｡

また､ 平成28年10月には､ 平成22年３月に策定した ｢神奈川県地球温暖化対策計画｣ を改定

し､ 新たな県としての温室効果ガス削減目標を ｢2030年度に2013年度比で27％減｣ とするとと

もに､ ｢適応策｣ を計画に位置づけること等により､ 地球温暖化対策に積極的に取り組んでい

ます｡

さらに､ 平成28年11月には､ ｢第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画｣ を策定

し､ かけがえのない県民共通の財産である水源環境を守り､ これまで築き上げた豊かな水資源

を損なうことなく次の世代に引き継ぐため､ 水源環境の保全・再生に全力を挙げて取り組んで

います｡

このほか､ 豊かな自然環境を保全し､ 住みよい環境や快適な生活を実現するため､ 生物多様

性の保全､ 大気・水質などの生活環境の保全とともに､ 環境に配慮したまちづくりや環境保全

型農業などを推進しています｡

県といたしましては､ 今後とも､ 諸課題に的確に対応した環境行政を進めてまいる所存です

が､ 施策を着実に進め､ 後世に誇ることのできる神奈川の環境を築くためには､ 神奈川県環境

保全協議会と会員の皆様のお力を欠かすことはできません｡

引き続き､ 皆様方におかれましては､ 環境保全の取組の牽引役として一層のお力添えを賜り

ますようお願い申し上げます｡

結びに､ 公益社団法人神奈川県環境保全協議会のますますのご発展と､ 会員の皆様のご活躍

を心からお祈り申し上げまして､ 就任のごあいさつといたします｡
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環境農政局長 藤 巻 均
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【総 会】
平成29年５月19日(金)､ ｢県民共済みらいホール｣ において､ ｢第５回定時総会｣ を開催しました｡
正会員総数286会員中､ 61会員の出席､ 委任状提出148会員で､ 総会開催定足数を満たして開催する
ことができました｡
ご来賓には､ 神奈川県の藤巻環境農政局長をはじめ､ 山�環境部長､ 太田環境計画課長､ 加藤大
気水質課長､ 長谷川資源循環推進課長､ 小林環境科学センター所長､ 人見横須賀三浦地域県政総合
センター環境部長の皆様に､ 公務ご多忙の中をご臨席賜りました｡
進行役の渡邊理事 (東芝機械株式会社相模工場) の宣言により開会し､ 冒頭､ 高橋会長 (日産自
動車株式会社追浜工場) のあいさつ､ 続いて､ ご来賓を代表して､ 藤巻環境農政局長からご祝辞を
頂戴しました｡
次の議案審議では､ 議長に選任された高杉理事 (アンリツ株式会社) により議事が執り行われま
した｡
はじめに､ 議案１ ｢平成28年度事業報告｣ 及び議案２ ｢平成28年度収支決算報告｣ と古川監事

(味の素株式会社川崎事業所) による会計監査報告が行われ､ 審議の結果､ 両議案は承認となりま
した｡
続いて､ 第３号議案の ｢公益社団法人神奈川県環境保全協議会役員等の報酬等に関する規程の改
訂｣､ 第４号議案の ｢役員の選任｣ の審議も順次行われ､ これらの議案も承認となりました｡
２件の報告事項の後､ 金武副会長 (富士フイルム株式会社神奈川工場) から閉会あいさつを行い､
これを以って第５回定時総会は閉会となりました｡
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渡邊理事 高橋会長 藤巻環境農政局長

高杉理事 古川監事 金武副会長



【環境保全表彰】
定時総会終了後､ ｢平成29年度 公益社団法人神奈川県環境保全協議会環境保全表彰｣ の授賞式を
執り行いました｡ この環境保全表彰は､ ｢環境保全の進展に努め､ その実績が優れていると認めら
れる会員事業所 (個人) を会長が表彰する｣ 制度で､ 平成29年度は､ ７団体・個人が受賞となりま
した｡

【記念講演】
表彰の後､ 記念講演を開催しました｡
この講演は､ 会員以外にも広く参加を呼びかけて開催するも
ので､ 当日は､ 関係団体､ 個人の皆様など､ 100名を超える参
加者がありました｡
講師は､ ｢���法人海辺つくり研究会｣ の木村尚理事で､ 演

題は､ ｢甦れ!神奈川の海 東京湾の魅力―アマモ場再生がつな
ぐ海と人､ 人と人―｣ と題したご講演をいただきました｡
講師は､ 人気アイドルグループと海岸再生をテーマとするテ
レビ番組でご活躍中です｡ 講演では､ ｢東京湾の環境問題の現
状｣ や ｢アマモ場再生のための取組みの状況｣ などについて､
とても解り易くご講演いただきました｡

【レセプション】
記念講演終了後には､ レセプションを開催しました｡
来賓には､ 神奈川県の藤巻環境農政局長､ 山崎環境部長､ 加
藤大気水質課長､ 小林環境科学センター所長のご臨席､ また､
記念講演の木村講師にもご参加いただきました｡
環境保全表彰を受賞された７団体・個人の皆様からの ｢受賞
のあいさつ｣ があり､ また､ 参加された皆様の間での情報交換
が盛んに行われるなど､ 和やかな場となりました｡
中締めのあいさつが､ 板谷理事 (花王株式会社小田原事業場)
から行われ､ 懇親の場も閉会となりました｡

(写真提供)
神田英治氏 (環境保全アドバイザー)
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木村講師

板谷理事



当協議会会長表彰や地域県政総合センター所長表彰として､ 会員事業所の環境保全の取組みが評
価され､ このたび､ 表彰されましたので､ 紹介させていただきます｡
受賞の皆様にお祝いを申し上げますとともに､ 今後も益々のご発展を祈念いたします｡
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環境保全の進展に努め､ その実績が優れていると認められる者を会長が表彰するもので､ 昭和54
年から毎年行っています｡
各地区部会の役員会で推薦を受けた候補者を､ 総務委員会で選考､ 更に理事会承認を経て受賞が
決定しました｡
平成29年度は､ ７団体・個人が選ばれました (功績は第139号をご参照ください｡)｡
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前列左から二人目に高橋会長､ 会長の左隣は藤巻神奈川県環境農政局長､ その隣は①株式会社岡村製作所生産本部
追浜事業所の横尾氏､ 高橋会長の右隣りは②株式会社タズミの田墨氏､
後列は左から③高圧ガス工業株式会社神奈川工場の藤岡氏､ ④花王株式会社小田原事業場の板谷氏､ ⑤株式会社ミ

クニ小田原事業所の金川氏､ ⑥アンリツ株式会社の高杉氏､ ⑦日産自動車株式会社追浜工場の大森氏
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県産材の表彰状を贈呈
県産ヒノキを使用し､ レーザーで文字を焼き付けた
もので､ 木材の材質がそのまま生かされ､ ヒノキ特有
の香りが特徴です｡
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この表彰は､ 地域県政総合センター所長が､ ｢大気・水・土壌環境の保全｣ や ｢環境整備｣ の進
展に努め､ その業績が､ 広く県民の模範となる事業所を表彰するものです｡
平成29年度は､ 各地区部会役員会から推薦のあった候補事業所の中から､ 横須賀三浦地域県政総
合センター及び県西地域県政総合センター管内の次の２事業所が表彰されました｡

【横須賀三浦地域県政総合センター所長表彰】
事業所名：東京スリーブ株式会社

(鎌倉市山崎1090番地)
表彰区分：大気・水・土壌環境保全の部
表 彰 日：平成29年６月26日 (月)
功績の概要：
○ 平成14年に���14001の認証を取得､
以降､ 社長を中心に､ 管理責任者の下､
各部門長などで構成される ｢���推進委
員会｣ の管理下で､ 従業員が一体となっ
て環境負荷の継続的低減に取り組むなど､
環境に配慮した企業経営を実践している｡
○ 主な取組：
騒音関係では､ コンベアなどの関連機器の保守管理を徹底するほか､ フォークリフト稼働
時における音源への配慮､ また､ 夜勤作業標準を遵守するよう従業員教育により徹底するな
ど､ 騒音苦情発生ゼロを達成している｡

【県西地域県政総合センター所長表彰】
事業所名：ケイミュー株式会社小田原工場

(小田原市酒匂７丁目６番１号)
表彰区分：廃棄物の発生抑制・再使用・再利

用活動促進の部
表 彰 日：平成29年６月26日 (月)
功績の概要：
○ 平成19年に���14001の認証を取得､
以降､ ①ゼロエミッションの達成 (平成
22年)､ ②社外処分量年間1000トン未満
を継続中 (平成26年～) などの業務改善
に､ 組織的に取り組んでいる｡
○ 主な取組：
木製パレットのチップ化､ フレコンバックの再利用など有価リサイクル処理の推進､ また､
排水処理廃棄物 (脱水ケーキ) などの主原料還元など､ 廃棄物の発生抑制・再使用・再利用
に取り組んでいる｡
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平成29年度は､ 県税の減収が見込まれる厳しい財政状況にあっても､ 子ども・子育てへの支援な
ど､ すべての人が笑顔で安心して暮らせる社会の実現を目指すため､ 財政調整基金を取り崩すなど
必要な対応を図り､ 予算を編成しました｡
｢神奈川モデル加速化予算～スマイルあふれるかながわを目指して～｣ と題して､ 未病を改善す

ることによる健康寿命の取組みを推進するほか､ 企業誘致の取組みを促進するなど､ 攻めの姿勢を
崩さず､ 神奈川から経済のエンジンを回していきます｡
環境農政局の当初予算は､ 既存事業をゼロベースから見直すとともに､ 国庫や民間資金を積極的
に導入するなどして､ 限られた財源を最大限に活用しながら､ より優先度の高い事業へ財源を重点
的に配分し､ 新たな課題にも積極的に対応し､ 環境の保全､ 農林水産業の振興に向けた取組みを進
めていくこととしております｡
環境関連の予算につきましては､ 一般会計環境費の予算規模は105億300余万円 (対前年予算比

95.0%) となっています｡
以下､ 環境関連の施策分野ごとに､ 新規事業を中心に主な事業を紹介します｡

１ 地球温暖化対策の推進
○ 地球温暖化対策推進条例施行費 (一部) ６, ００２千円
一定規模以上の事業活動・建築物・開発事業について､ 温暖化対策計画書の提出を求める
など､ 温室効果ガス削減対策の一層の促進を図る｡
○ 中小規模事業者省エネルギーサポート事業費 １６, ３４８千円
中小規模事業者の省エネルギー対策や再生可能エネルギー等の導入を促進するため､ 県内
の中小規模事業所及び中小テナントビルに対し専門家を派遣し､ 省エネルギー診断を実施す
るほか､ 省エネルギー相談会を開催する｡
○ 省エネルギー対策フォローアップ相談体制構築事業費 ５, １６０千円
省エネルギー診断を受診した中小規模事業者を対象に､ 診断時に提案した対策の実行を支
援するため､ 県が設備専門家等と連携して ｢省エネルギー対策フォローアップ相談体制｣ を
構築し､ 専門家を派遣する等､ きめ細かな支援を行う｡

新○○ 省エネルギー対策推進事業費 ３, ５００千円
施設の運用に関する省エネルギー対策の水準の向上に資するため､ 県有施設のエネルギー
使用等に係る実態調査を行い､ 分かりやすい対策の運用手順書を作成する｡

２ 循環型社会づくり
新○○ 循環型社会づくり推進事業費 ２, ０００千円

｢神奈川県循環型社会づくり計画｣ の計画目標の達成に向け､ 施策の柱である ｢資源循環
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神奈川県環境農政局総務室
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の推進｣ 及び ｢適正処理の推進｣ を図るため､ 食品関連事業者を対象としたセミナーの開催
等を行う｡
○ 産業廃棄物最終処分場費 ４８８, ３９６千円
本県の産業廃棄物の適正処理を推進するため､ 安全性のモデルとして設置された ｢かなが
わ環境整備センター｣ の運営を行う｡

一部新○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進費 １７２, ４０５千円
中小企業等のポリ塩化ビフェニル (ＰＣＢ) 廃棄物の処理費用の負担を軽減するため､ 独
立行政法人環境再生保全機構に対して､ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の一部を拠出す
る｡
また､ 平成28年度までに実施したＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査の未回答者に対して､
再調査を実施するとともに､ 県機関 (教育局､ 企業局を除く｡) が保管するＰＣＢ廃棄物等
の処理及び処理に必要な調査等を行う｡

３ 生活環境の保全
○ 大気汚染監視用機器更新費 ３１, ７２８千円

大気汚染濃度の県民への情報提供を確実に行うため､ ＰＭ2.5を含む大気汚染監視用機器
を計画的に整備する｡
○ 自動車排出ＮＯｘ・ＰＭ総量削減対策推進事業費 ９, ２８１千円
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく総量削減計画の進捗状況調査を実施する｡
また､ 県生活環境の保全等に関する条例に基づく旧式ディーゼル自動車の運行規制等に係
る指導・取締りを行うとともに､ 規制内容の周知を行う｡
○ 水質常時監視費 ４０, ６０４千円
水質汚濁防止法に基づき､ 公共用水域及び地下水の常時監視 (モニタリング) を行う｡

４ 自然環境の保全・再生と活用
一部新 ○ 水源林土壌保全対策事業費 ２４４, ６０８千円

森林の土壌保全を図るため､ 県内水源保全地域内において､ 崩壊地の拡大等を防止する土
木的工法も採り入れた対策に取り組むとともに､ 土壌流出が懸念される森林において､ 筋工
や植生保護柵等を組み合わせた対策を推進する｡

新○○ 地域ぐるみ鳥獣被害対策推進費 ３５, ５１５千円
野生鳥獣による農業被害や生活被害を軽減するため､ ｢かながわ鳥獣被害対策支援センター｣
を新たに設置し､ 次の取組みを行うことで､ 地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策(※)を行う
地域や市町村に対する支援を強化する｡
・有害鳥獣に関する広域的な情報収集・分析
・地域や市町村が行う対策の提案と専門的観点からの技術支援
・地域ぐるみの対策を支える人材の育成

※ ①捕獲､ ②被害防護対策､ ③集落環境整備の３つの取組みを地域が一体となって実施

新○○ 鳥獣被害対策負担軽減支援費 ４, １０５千円
高齢化や人口減少が進む地域において地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策を持続的に実施
するために､ ドローン等を活用し､ 地域住民が行う集落周辺の調査やわなの見回り等の対策
の負担を軽減する手法の実用化を検討する｡

新○○ 神奈川県レッドデータブック更新事業費 ２, ９３７千円
生物多様性の保全のため､ 県内希少生物の生息・生育状況を調査し､ 絶滅の危険度を評価
した県レッドデータブックの計画的・継続的な更新を行う｡
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神奈川県では､ 循環型社会の実現に向けた取組を県民､ 事業者､ 市町村とともに具体的に進めて
いくために､ 平成24年３月に ｢神奈川県廃棄物処理計画｣ を ｢神奈川県循環型社会づくり計画｣ と
して改定し､ ｢廃棄物ゼロ社会｣ を基本理念に掲げ､ 取組の推進を図ってきました｡
平成28年度に前半５年間の事業計画が終了することから､ 廃棄物をめぐる最近の動向や現状を踏
まえ､ 平成29年３月に同計画を改訂しました｡

１ ｢神奈川県循環型社会づくり計画｣ とは

神奈川県循環型社会づくり計画 (以下 ｢循環型計画｣ という｡) は､ 廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づく法定計画であるとともに､ 循環型社会の形成に向けて県民､ 事業者､ 市町村及び
県等がそれぞれ主体的に､ 相互に連携して取組を進めるための計画です｡
計画の詳しい内容は､ 神奈川県のウェブサイトより ｢神奈川県循環型社会づくり計画｣ (�������

�����	
��������������������) でご覧いただけます｡

２ 循環型計画 (平成29年３月改訂) の概要

� 基本理念：廃棄物ゼロ社会
個々の県民や事業者にとって不要なものであっても､ 社会全体としては有用なものとして生
かし､ すべてのものが資源として循環することによって ｢廃棄物｣ と呼ばれるものがゼロにな
るような ｢廃棄物ゼロ社会｣ を目指します｡

� 計画期間：2012 (平成24) 年度から2021 (平成33) 年度までの10年間

� 事業計画期間：2017 (平成29) 年度から2021 (平成33) 年度までの５年間

３ 改訂の概要

� 計画目標
従来の計画目標である生活系ごみ１人１日当たりの排出量については達成見込であることか
ら目標値を変更するとともに､ 新たな目標として､ 一般廃棄物の再生利用率､ 製造業における
産業廃棄物の再生利用率､ 不法投棄等残存量の３つの目標を追加しました｡

計画目標 (2021 (平成33) 年度における目標値 (目標５を除く))
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目標１ 生活系ごみ１人１日当たりの排出量 664ｇ／人・日

目標２
事業活動による廃棄物の県内ＧＤＰ
(県内総生産) 当たりの排出量

53.6トン／億円

目標３ 一般廃棄物の再生利用率 31％

目標４ 製造業における産業廃棄物の再生利用率 50％

目標５ 不法投棄等残存量 前年度より減少

神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
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� 施策の基本的な方向性
｢廃棄物ゼロ社会｣ を目指して､ 引き続き ｢資源循環の推進｣､ ｢適正処理の推進｣ 及び ｢災

害廃棄物対策｣ を３つの施策の柱として設定しました｡
また､ 廃棄物をめぐる最近の動向を踏まえて､ ｢食品廃棄物対策｣ や ｢ＰＣＢ廃棄物の確実

な処理｣ 等を施策に盛り込み､ 後半５年間 (平成29年度から平成33年度まで) の事業計画を設
定しました｡

【排出事業者の皆様へ】

循環型計画を着実に推進するためには､ 日常生活や事業活動に起因する廃棄物の課題について､
廃棄物処理法及び国の基本方針に基づく適切な役割分担と連携のもと､ 各主体がそれぞれの役割
を果たすとともに､ 相互に協力しながら取組を進めていくことが必要です｡
排出事業者の皆様におかれましても､ 循環型社会の形成に向けご協力くださるようお願いします｡

排出事業者の役割
・生産工程､ 流通過程において可能な限り廃棄物の発生を抑制し､ 再使用､ 再生利用を行う
・廃棄物として排出するものについては適正な処理を行う
・設計の工夫などにより､ 消費や廃棄段階での廃棄物の削減に努める
・廃棄物となったものについて極力自主的に引き取り､ 循環的利用の推進に努める
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大柱Ⅰ 資源循環の推進

廃棄物の排出そのものをできる限り減らし､ 不要となったものでも使えるものはでき
るだけ繰り返し使い､ 繰り返し使えないものは資源として活用する３Ｒの一層の推進に
取り組みます｡ また､ 地球温暖化対策が喫緊の課題であることから､ 温室効果ガスの排出
を抑制するため､ ３Ｒを推進するとともに､ 廃棄物エネルギーの有効利用を促進します｡
中柱Ⅰ－１ 一般廃棄物の排出抑制､ 再使用､ 再生利用の推進
中柱Ⅰ－２ 産業廃棄物の排出抑制､ 再使用､ 再生利用の推進
中柱Ⅰ－３ 人材の育成と広域連携の推進等

大柱Ⅱ 適正処理の推進

廃棄物の適正処理を推進するため､ 排出事業者及び処理業者への指導や県民､ 事業者
及び市町村等と連携・協力した不法投棄・不適正保管対策を推進します｡
中柱Ⅱ－１ 廃棄物の適正処理の推進
中柱Ⅱ－２ ＰＣＢ廃棄物の確実な処理
中柱Ⅱ－３ 不法投棄・不適正保管の未然防止対策の推進
中柱Ⅱ－４ 海岸美化等の推進

大柱Ⅲ 災害廃棄物対策

大規模災害が発生した場合､ 大量の廃棄物の発生が想定されることから､ 神奈川県災
害廃棄物処理計画に基づき､ 平時から必要な処理体制の構築を進めるとともに､ 発災時
には､ 災害廃棄物の適正処理と循環的利用を確保した上で､ 市町村や関係機関と連携し､
円滑・迅速な処理を行います｡



１ はじめに

神奈川県内では､ 河川や水路等に油や有害物質が流れ込む水質事故が毎年200件を超えて発生
しています｡ 一旦水質事故が発生すると､ 魚や水生生物に被害が出たり､ 水道原水や農業用水の
取水ができなくなるなど､ 生態系や社会生活に大きな影響を与える可能性があります｡ 今後も貴
重な水環境を保全し､ 将来にわたって利用していくため､ 日頃から水質事故の未然防止に取り組
むことが必要です｡

２ 水質事故の通報件数の経年変化

水質事故の通報件数は平成12年度以降､
毎年200件前後で推移してきましたが､
平成18年度に300件を超え､ 平成19年度
にはさらに増加し342件となりました｡
その後､ 減少に転じ､ 近年では年間250
件程度で推移しています (図１)｡
平成28年度の種類別通報件数は､ 魚死
亡事故が19件 (全体の6.7％)､ 油浮遊事
故が122件 (同43.1％)､ その他の着色や
汚濁等の事故が142件 (同50.2％) となっ
ています｡ その他の事故では特に塗料や
工事に伴う濁水の流出による白濁事故が
多くなっています｡
平成28年度の水質事故の通報件数は､
平成27年度と比較して33件の増加となり
ました｡ 長期的に見ると､ 通報件数は従
前に比べ増加しており､ その背景としては､ 事業者の皆様の環境保全に対する努力や下水道の整
備等により川がきれいになった一方で､ 環境に対する県民意識が高まり､ 河川等の異常に関心を
払う県民が増えたことも考えられます｡

３ 水質事故の原因とその事例

� 水質事故の原因別の割合

平成24年度から平成28年度までの５年間に発生し
た1,326件の水質事故のうち､ 原因が判明した事故
は529件 (魚死亡16件､ 油浮遊247件､ その他266件)
でした｡
このうち､ 工場など事業所に起因する事故が239

件 (45.2％) と最も多く､ 工事 (土木工事又は塗装
作業等) に起因する事故が143件 (27.0％) となっ
ています (図２)｡
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図１ 水質事故通報件数の経年変化

神奈川県環境農政局環境部大気水質課
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図２ 水質事故の原因別の割合(５年間)



また､ 事故発生の通報を受けて現地調査に出向いたものの､ 原因を突き止めることができな
かった原因不明の事故は797件 (魚死亡110件､ 油浮遊323件､ その他364件) でした｡

� 水質事故の事例

平成28年度に発生した水質事故の事例から２つご紹介します｡
ア 畜舎排水の流出による魚死亡事故
県民から河川で泡が浮遊していると通報がありました｡ 市町が調査したところ､ 付近の
畜産業者が畜舎の排水処理施設の汚泥引抜きを忘れていたため､ 畜舎排水が水路に流出し
たものと判明しました｡ 事故発覚後､ 畜産業者が畜舎排水の水路への流出を食い止めまし
たが､ 畜舎排水が流れこんだ河川では事故の影響によりコイ12匹､ 小魚26匹の死亡が確認
されました｡ 市が原因者に対して､ 改善対策書を提出するよう指導をしました｡

イ 農家からの重油流出事故
県内の事業者から河川に油が流れている
と通報があり､ 市が原因を調査したところ､
付近の農家からの油の流出が確認されまし
た｡ 農業用ビニールハウスの加温機と燃料
タンクをつなぐ配管が腐食により破損し
(図３)､ 最大で1000�の重油が河川へ流出
したことが事故の原因であると判明しまし
た｡ 当該配管は地表から40～50��の深さ
に埋っており､ 土壌中に流出した重油はオ
イルマットにより回収し､ 汚染された土壌
は掘削除去を行いました｡ また､ 恒久対策
として､ 原因者は破損した配管を撤去し､ 新しい配管の設置工事を行いました｡ この事故
は土壌の掘削を行う等､ 復旧に多くの時間と費用が必要になりました｡ このような事故を
防ぐために､ 日頃から配管等の管理の徹底が必要です｡

４ 事業活動における留意点

事業活動に関連した水質事故は毎年多く発生しており､ 水道水の取水に影響が出た場合などに
は､ 多額の損害賠償を求められるケースもあります｡ 事故の被害拡大の防止や未然防止の観点か
ら､ 日常的な取組みが必要です｡
バルブの閉め忘れなどの作業中の不注意によって化学物質が流出した事故や､ ３�イにあるよ
うな地下配管の劣化による油流出事故等が繰り返し発生しています｡ 施設や配管の日常的な点検
の徹底や､ 作業開始時・終了時の複数人での確認等により､ これらの事故の発生を未然に防止す
ることができます｡
さらに､ 万が一事故が起きた際に迅速に対応できるよう､ 緊急時の連絡系統の確認や対応マニュ
アルの作成､ 事故を想定した訓練の実施など､ 日頃からの対策が大切です｡
※神奈川県において発生した水質事故事例や水質事故への対応リーフレットなど､ 県内の水質事
故に関連する情報を県の��に掲載しておりますので､ ご覧ください｡
【かながわの水質事故 ���	
�����	������������	�����������】
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図３ 腐食した配管



１ ＺＥＨ・ＺＥＢの導入促進

高断熱の壁や窓など､ 高性能の省エネ機器による省エネと太陽光発電設備の活用などによる創
エネにより､ 年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる住宅 (ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス (ＺＥＨ)) とビル (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル (ＺＥＢ)) を導入する取組に対し
て補助を行い､ ＺＥＨ・ＺＥＢの普及を図っています｡

２ 自家消費型太陽光発電等の導入促進

再生可能エネルギーの更なる普及拡大を図るため､ 平成29年度から､ 県内の中小企業等が自家
消費型の太陽光発電等を導入する経費に対して補助を行っています｡
[対象者] 県内の中小企業､ 青色申告の個人事業主､ 公益法人など
[補助額] 補助率１／３
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ＺＥＨ・ＺＥＢ導入費補助

○ＺＥＨ導入費補助

[対象者]

住宅の建築主 (新築)､ 所有者 (既築) 又は

建売住宅取得者 (建売)

[補助額]

補助率１／３ (上限300千円／戸)

○ＺＥＢ導入費補助

[対象者]

建物の建築主 (新築) 又は所有者 (既築)

[補助額]

補助率１／３ (上限22,000千円／件)

(薄膜太陽電池を設置する費用は補助率１／２)

ＺＥＨ導入費補助は､ 平成30年

２月28日まで募集しています｡
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ＺＥＢ導入費補助は､ 募集終了

河西工業㈱技術新棟(平成28年度補助対象)

神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
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東日本大震災を契機に､ 発電所で大量の電気をつくり､ 広域的な電力系統で送電する集中型
電源から､ エネルギーの地産地消を実現する分散型エネルギー体系への転換を図るため､ 県で
は､ いち早く太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入加速化などに取り組んできました｡
その後､ 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い､ 電力系統の安定性を維持するため､ 発電した
電力を送電せずに自家消費することが求められています｡
そこで､ 電力系統に依存しないエネルギー自立型の住宅・ビル・街の実現に向けて､ 神奈川
県が取り組んでいる主な施策を紹介します｡



トヨタ自動車㈱
ＭＩＲＡＩ

本田技研工業㈱
ＣＬＡＲＩＴＹ ＦＵＥＬ

ＣＥＬＬ

３ ガスコージェネレーション等の分散型電源の導入拡大

高いエネルギー効率を有するガスコージェネレーション等を導入し､ 生産した電力と熱を複数
の事業所間等で共同利用する事業に対して補助を行っています｡

[対象者] 法人 (公共法人を除く)
[補助額] 補助率1／3 (上限30,000千円)

【エネルギーの共同利用のイメージ】

４ 定置型蓄電池の導入

太陽光発電の更なる導入拡大に向けて､ 太陽光で発電した電力を効果的に利用する蓄電池の導
入促進を図るため､ 住宅や事業所に新たに太陽光発電システムと併せて蓄電システムを導入する
経費に対し補助を行っています｡
[対象者] 新たに太陽光発電設備と併せて蓄電システムを導入する個人又は法人
[補助額] 補助率1／3 (上限あり)
前期は募集終了｡ 後期は10月２日から募集開始｡

５ 水素エネルギーの活用

次世代エネルギーとして期待される水素エネルギー社会の実現に向け､ 水素の利用拡大を図る
ため､ 燃料電池自動車 (ＦＣＶ) の購入や､ インフラとして不可欠な水素ステーションの整備に
対し補助を行い､ 普及を図っています｡

ＦＣＶ導入費補助は､ 平成30年２月28日まで募集しています｡
������������	
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水素ステーション整備費補助は募集終了
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ＦＣＶ・水素ステーションに関する補助

○燃料電池自動車導入費補助

[対象者]

民間事業者､ 個人

[補助額]

・��� � 800千円

・!" ��#$ %&'"!'"" 820千円

○水素ステーション整備費補助

[対象者]

民間事業者

[補助額]

上限 40,000千円／件



県では､ 生きものと生きものを含む自然環境を保全するため､ 生物多様性基本法に基づく計画と

して､ 平成28 (2016) 年度から平成32 (2020) 年度までの５年間を計画期間とする､ ｢かながわ生

物多様性計画｣ を平成28年３月に策定しました｡ 計画では､ ｢地域の特性に応じた生物多様性の保

全｣ と ｢生物多様性の理解と保全行動の促進｣ の２つの目標を掲げ､ 平成28年度から計画に基づく

取組を進めています｡

まず､ 地域特性に応じた生物多様性の保全に向けた取組を進めていくこととしています｡ 本県は､

都市化が進んだ一方で､ 広大な山地や裾野に広がる里地里山､ 大規模な河川､ 海など､ 変化に富ん

だ地形に様々な生態系を有しています｡ これらの生態系と土地利用の状況などに着目し､ 県内を

｢丹沢エリア｣ など､ ６つのエリアに区分し､ エリアごとに､ その特性に応じた取組を推進してい

ます｡

また､ それぞれのエリアに共通する取組として､ 人と野生鳥獣との棲み分けを図っていくことや､

生態系に大きな影響を及ぼす外来生物対策などを推進しているほか､ 緑地等を保全する制度を活用

し､ 市町村と連携して生態系の保全を図るとともに､ 開発事業や農業､ 水産業に伴う生物多様性へ

の負荷を軽減するための取組を進めています｡

私たちの日々の暮らしや経済活動は生物多様性に支えられており､ 同時に私たち自身が生物多様

性に大きな影響を及ぼしています｡ しかし､ その概念のわかりにくさなどから､ 多くの人はそのこ

とを意識する機会は少ない状況です｡

平成28年度に実施した ｢県民ニーズ調査｣ において､ ｢生物多様性｣ の言葉の意味を知っている

か尋ねたところ､ ｢意味は知らないが言葉は聞いたことがある｣ (38.5％) が約４割で最も多く､ 次

いで ｢知らなかった (今回の調査で初めて知った)｣ (32.4％) が３割台で､ ｢言葉の意味を知って

いる｣ (28.5％) は約３割という結果でした｡ また､ 多種多様な生物が生息できる環境の保全につ

いて､ どのように考えるか尋ねたところ､ ｢人間の生活が制約されない程度に､ 生息環境の保全を

進める｣ (48.7％) が約５割で最も多く､ 次いで ｢人間の生活がある程度制約されても､ 生息環境

の保全を優先する｣ (39.5％) が約４割という結果でした｡

以上から､ 生きものの生息環境の保全については､ 多くの方がご理解いただいている一方､ 生物

多様性についての理解はまだ十分ではなく､ 生物多様性とはどういうことか､ その保全のために何

ができるか､ 何をしたらよいかという点については理解が進んでいないことがわかります｡

そのため､ 県として積極的に普及啓発を進めていく必要があると考えており､ 計画では､ 県民や

事業者の方々に､ 生きものの恵みや私たちの社会活動が生物多様性に与える影響などを知っていた

だき､ 生物多様性について考え､ できることから一歩ずつ取り組んでいただくための取組を進めて

いくこととしています｡
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神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課
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平成28年度は､ 生物多様性を理解していただけるよう､

｢かながわ生物多様性計画｣ の概要版を作成するととも

に､ 生物多様性保全に取り組んでおられる企業の御協力

をいただいて生物多様性に関する普及啓発パンフレット

を発行しました｡

また､ 生物多様性に関する基礎的な情報をわかりやす

く提供するため､ 平成28年８月に ｢かながわ・生物多様

性・情報サイト｣ (������������	
��������������

��������������������) を開設しました｡ 生物多様性

に関する国内外の動向､ 市民団体や企業における生物多

様性の保全・配慮に関する取組などを掲載しています｡

県各部局における取組など､ 今後もコンテンツの充実を

図り､ 広く発信していきたいと考えていますので､ ぜひ

生物多様性に関する取組やイベント等の情報を当課まで

お寄せくださいますようお願いします｡

また､ 市民団体や市町村等の取組を支援するため､ 生

物多様性の保全や配慮のための知識・ノウハウ持っているアドバイザーの派遣を実施しています｡

今後も､ 市民団体や企業などの御協力をいただきながら､ 市町村と連携し､ 県内の生物多様性の

保全に向けて取組を推進していきたいと考えておりますので､ 御理解・御協力をよろしくお願いし

ます｡

����

【図２ パンフレット】

＜生物多様性の言葉の認知度＞ ＜多種多様な生物が生息できる環境の保全への意識＞

言葉の意味を知っている
意味は知らないが言葉は聞いたことがある
知らなかった (今回の調査で初めて知った)
無回答

生物多様性とは､ 全ての生きものの間に違いがあること
をいうものとされており､ 生態系・種間 (種) ・種内
(遺伝子) の３つのレベルで多様性があるとされている｡

【図１ 平成28年度県民ニーズ調査結果 (平成28年3月 情報公開公聴課公表)】

人間の生活がある程度制約されても､ 生息環境の
保全を優先する
人間の生活が制約されない程度に､ 生息環境の保
全を進める
人間の生活の豊かさや便利さを確保するためには､
生息環境が失われてもやむをえない
その他
わからない
無回答



これまで油濁対策資材の研究と供給で環境安全の一助たらんとしてきた弊社ですが､ このたび新
分野として強酸性の液体や気体の漏流出事故を防ぐための資材を開発いたしました｡

毒劇物漏洩事故は､ 平成16年から27年の間に全国で1003件､ 年平均で84件発生しています｡ (こ
れは表面にあがってきた数字ですから実際の件数はさらに多いはずです｡)
工場やビルなどの配管からの有害気液の漏れは人体に危険で周辺機器を損壊しうるのみならず､
地下水汚染防止の見地から定期点検などが義務づけられています (水質汚濁防止法)｡

かかる漏洩事故の６割を占める酸やアルカリの漏液を予防するための技術としては､ これまで
｢漏液による電気抵抗の変化を検知する機械｣ や ｢液に触れると変色する塗料｣ などが市販されて
いました｡ しかし､ 機械的システムは検知できる範囲が電線の長さに限定されるので広範囲を監視
する場合にはコスト高になります｡ 変色塗料は耐久性が弱く､ 特に屋外では数ヶ月ごとの塗り直し
が必要となります｡ またいずれも気体の漏洩については検知効果を期待できません｡

本年６月に発売された ｢アシッドテープ (�������	
)｣ は､ 幅25��の柔軟で丈夫な帯状の布
であり､ これを配管等にあらかじめ巻きつけておきます｡ 漏れた酸性気液が少量でも触れると､ 本
来の赤茶色から白色または黄色に変色し､ 漏洩を初期段階で知らせます｡
アシッドテープが反応する対象はおよそｐ�2以下の液体および気体です｡ たとえば������

�������	
���������などの液体､ ����������などの気体です｡
ｐ�によって色の濃淡が変わるようなことはありませんが､ ｐ�が低いほど早く呈色します｡

��

毒物・劇物の流出・漏洩事故情報 Ｈ16～Ｈ27

酸
38％

その他
39％

アルカリ
23％

■ 酸

■ アルカリ

■ その他
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詳しくのべると､ 以下のような特色があります｡
・漏洩の危険の高い部位を集中的に管理できるので､ 対応できる範囲が広くなります｡
配管からの気液漏れの多くは､ バルブやフランジなどの接続部位における組付不良やパッキン
の劣化から生じると言われています｡ 従って､ 配管接続部位からの初期漏洩を発見することが
できれば｡ 漏洩事故の多くは防ぐことができます｡

・長さ10��あたり約1.5㏄の液体を吸収し､ 初期漏洩のポタ落ちや噴出を防ぎます｡
・死角になる箇所からの漏液も､ 巡視路に面した側にまで毛細管現象で移動させるので発見しやす
くなります｡
・接着剤など使わず巻きつけるだけでどこにでもつけられるので (自己接着性)､ 取り外し､ 継ぎ
足しも容易で､ 使い回しもできます (配管工事後のテストランなどで)｡
・屋外､ 高温 (130°以下) の配管､ 汚れた箇所でも､ 通常１年以上使えます｡
・基布､ 色材ともに一般的に無害なものです｡

アシッドテープはアルカリには反応しません｡ アルカリ性気液の漏洩については､ 別個に ｢バシッ
ドテープ (�����	
��)｣ が､ 現在､ 最終開発段階です｡
これは､ アシッドテープと用法も形も特色もほぼ同じですが､ 酸には反応せず､ アルカリに触れ
たときに､ 元の薄青色から濃青紫色に変色し､ 温度や濃度が高い場合はさらに茶色に変色します｡
反応域はおよそ��13以上です｡ たとえば�������	
�����なら1％溶液 (��

13.2)､ �����なら10％溶液 (��12.5) などです｡
アルカリではないのですが､ ���� (気体) などにも反応 (変色) します｡

アシッドテープは１巻10�単位で販売しております｡
詳細の御問合やサンプルの御請求は､ 東京都・神奈川県の担当代理店である株式会社���

(エムアイオー) または弊社まで御連絡下さい｡

����

【お問合せ先】
谷口商会株式会社 電話 086－296－5906 ��� �

������� 
�!�"#
� �$ %�

株式会社エムアイオー 電話 0428－74－9382 ��� �

������� ��$�&& �$ %�



料を混合､ 加圧ロールしながらベース層を成形､ そ
の基材に無機顔料､ 無機彩石､ 無機系塗膜を施しし
たのち､ その上に着色硅砂を重ね､ 再度加圧ロール
して､ 検査工程へその後２日間ほど自然養生をしま
す｡ この工程では､ 添加水を最小限に抑え､ 吸水率
15％程度に低くし､ 凍結や解凍､ 乾燥の繰り返しに
耐えられる劣化の少ない､ 組織の緻密な屋根材を製
造することができます｡ 屋根材は一番過酷な環境の
箇所に取り付けられるので納得の工程です｡
次のパンチ工程では下塗り塗膜成形を経て､ 再度
検査へ｡ その後､ 今度は高温高圧蒸気養生をします｡
これをオートクレーブ養生と言うそうですが､ 高温・
高圧の蒸気釜の中で, 常圧より高い圧力下で高温の
水蒸気を用いて行う蒸気養生のことだそうで､ 大き
な釜が並んでいるのを見ることができました｡ 強度
が更に増し､ より頑丈な製品になります｡ こちらの
製品は東日本を中心に流通していて､ 昨今地震の頻
発もあって､ 耐震性を高めるために軽量な屋根材を
選ぶ方が増えているそうです｡ このカラーベストは
全商品､ 一般的な陶器平板瓦の約1/2 以下の軽量で､
屋根を軽くし､ 建物の重量を軽く､ 重心を低くする
ことによる ｢軽い屋根の減震効果｣ に優れているとの
ことです｡ 東日本大震災や昨年の熊本地震でも立派
な瓦屋根が崩れ落ちている映像を多く目にしました｡
工場での環境活動ですが､ 先に記載の原料還元の
ほか､ 排水処理から出る汚泥 (脱水ケーキ) も水処
理→脱水→乾燥→微粉砕の工程を経て再度主原料に
還元しており､ こちらは日量／５～６ｔ になるそ
うです｡ ほか省エネ対策としては天井水銀灯を2020
年までに全数省エネタイプに更新予定であったり､
エネルギー消費の大きな乾燥炉の省エネ化改造する
など熱ロス対策にも積極的に取組み､ 効果を出して
いるとのこと｡ 地域活動としては､ 近隣住民や子供
たちを招待して工場見学会を開催したり､ 定期的に
工場周辺の清掃活動を行うなど地域活動も活発に行っ
ています｡ 酒匂川水系保全協議会に加入して､ 河川
周辺の清掃活動にも参加されているそうです｡ 普段
はなかなか見ることの出来ない ｢屋根材｣ ですが､
今の時代のニーズに合わせた製品が多くあることを
知りました｡ そんな屋根材に私たちは守られて生活
しているのだとあらためて実感した事業所訪問とな
りました｡
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協議会事務局 山 崎 美 紀
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ケイミュー㈱ 小田原工場
製造グループ 担当課長

福本 等

工場外観

����������������� !�"#$%&'()*

+,-./012345 678

ケイミュー㈱小田原工場は小田原市の東南部に位
置し､ 昭和35年に現在地で操業を開始しています｡
当協議会には平成19年５月に ｢クボタ松下電工外装
㈱｣ の名称でご入会いただきました｡ なお､ 現社名
の ｢ケイミュー｣ は､ クボタの ｢Ｋ｣､ 松下電工の
｢Ｍ｣､ 外装の ｢ＥＷ｣ の組み合わせからとったのだ
そうです｡ 当工場では､ 操業時から一般住宅用の屋
根材を製造しています｡ 下の写真は場内展示場のも
ので､ スレート調のものが多数ですが写真のように
瓦にそっくりな形状のものもあって､ とても多彩な
のには驚きました｡

屋根材の原料はセメント､ 繊維材､ 混和材等です
が､ グリーン調達比率を向上させるため､ 現在はフ
ライアッシュ類 (火力発電所などで石炭を燃焼させ
て発生した灰を電気集塵装置で回収したもの) やス
クラップ (新築現場で発生した端材や製造工程で製
品とならなかったものなどを再生材料にしたもの)
などの再生材料を積極的に活用しています｡ 新築現
場などで発生する外壁材や屋根材の端材 (切断した
後の切れ端) のほとんどは産業廃棄物として処分さ
れていましたが､ それを回収し再原料化するリサイ
クルシステムを確立しています｡ 当工場の主な製品
は下写真になりますが､ 第一段階の製板工程は､ 原



����

��������������		

１ 会員の状況 平成29年６月30日現在

○新入会員 (平成29年４月１日～平成29年６月30日) ２社

○退会会員 ５社 (Ｈ29. 6月末現在)

区 分 正 会 員 賛助会員 計
前回までの計 ２８９ ２０ ３０９
新 入 会 員 � ２ ２
退 会 会 員 � � �

計 ２８４ ２２ ３０６

№ 事業所名 業務内容 所在地 代表者名 電 話

１ 三菱マテリアル㈱ 非鉄金属製造業 東京都千代田区大手町
1-3-2 経団連会館11階

安全･環境部環境管理室
室長 鹿島 亨 (03)5252－3557

２ 神田 英治
(神田環境研修企画事務所) 個人環境コンサルタント

２ 平成28年度事業決算監査
日 時：平成29年４月17日� 15:00～17:00
会 場：横浜市開港記念会館
出席者：古川 隆 監事､ 根本敏子 監事

３ 平成29年度第１回通常理事会
日 時：平成29年５月19日� 13:00～13:30
会 場：県民共済みらいホール
出席者：17名
内 容：� 会員の入退会について

� 平成28年度事業報告について

� 平成28年度収支決算報告について

� 環境保全協議会役員等の報酬等に関する規
程の改訂について

� 役員の選任について

	 第５回定時総会･記念講演等の進行について

４ 第５回定時総会 (P２～３を参照)
日 時：平成29年５月19日� 14:00～16:45
会 場：県民共済みらいホール
出席者：61名

５ 平成29年度環境実務後継者育成講座
日 時：平成29年６月８日
 ９:30～16:30
会 場：万国橋会議センター
内 容：� 環境法令の理解､ 環境法令の読み方

� 公害関係法令の規制概要と事業者の責務等
について

� 廃棄物処理の基礎知識について

� 環境管理の重要性と管理のあり方について

� 質疑応答
参加者：22名

６ 平成29年度��	14001内部環境監査員養成研修会
日 時：平成29年６月19日�～20日� 9:15～16:45
会 場：万国橋会議センター
受講者：24名
内 容：環境側面､ 規格要求事項の概要と内部監査のポ

イント､ 環境法規､ 内部監査の進め方､ 整合性
監査､ システム監査､ チェックリストの作成､
研修効果確認

講 師：協議会 環境保全アドバイザー

７ 平成29年度第１回広報・ホームページ担当委員会
日 時：平成29年６月23日� 14:00～17:00
会 場：㈱さんこうどう (藤沢市藤沢本町)
内 容：� 会報140号発行について

� 今後の会報の発行計画について

� ホームページ広報について

� その他

８ 平成29年度神奈川県環境保全功労者 地域県政総合セ
ンター所長表彰式

【横須賀三浦地域】
日 時：平成29年６月26日� 11:00～12:00
会 場：県横須賀合同庁舎
【県西地域】
日 時：平成29年６月26日� 14:30～15:30
会 場：県小田原合同庁舎
(受賞者の紹介についてはＰ５参照)
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◇◆ 広報委員会 ◆◇
委 員 長 ㈱日立製作所���事業統括本部 委 員 ㈱岡村製作所追浜事業所
副委員長 市光工業㈱伊勢原製造所 委 員 ソニー㈱厚木テクノロジーセンター
委 員 ㈱さんこうどう 委 員 ㈱ニコン相模原製作所
委 員 富士フイルム㈱神奈川工場 委 員 ＪＸ金属㈱倉見工場
委 員 三菱ケミカル㈱平塚事業所 委 員 三菱ケミカルハイテクニカ㈱小田原テクノセンター
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発行年月日 平成29年８月

発 行 人 兼 公益社団法人神奈川県環境保全協議会

編集責任者 会 長 高 橋 徹
横浜市中区日本大通１

(神奈川県環境農政局内)
電話 (045) 210－8727
�	
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編 集 協 力 ㈱さんこうどう(����������������!�����)
製作・印刷 電話 (0466)27－2511

事務局だより
会員の皆様には日頃から“しんかんきょう”を

ご覧いただきありがとうございます｡ 今回表紙を
飾る 『アオバズク』 はフクロウ目フクロウ科アオ
バズク属の夏鳥で､ この写真は横浜市戸塚区の
｢舞岡公園｣ で撮影されたものです｡ 撮影者は当
会で事務局長を務められた竹生田秀夫氏｡ 氏は年
間を通じこの公園を中心に野鳥観察活動をされて
います｡ 雛が顔を出した瞬間をとらえたこの一枚､
何とも愛らしい姿が印象的です｡ 本誌では ｢生物
多様性｣ について県の取組みを紹介いたしました
が､ 皆さんも身近な場所での生態系観察にチャレ
ンジしてみてはいかがでしょうか｡
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私の生まれ育った町､ 福岡県北九州市をご紹介します｡ 北九

州市は日本四大工業地帯の一つとして高度経済成長を支えた地

域で､ 1960年代には激しい公害で ｢ばい煙の空｣､ ｢死の海｣ と

揶揄されたこともありましたが､ 1980年代には環境再生を果た

した奇跡の町として国内外に紹介されるようになりました｡

かつて ｢公害の街｣ として知られた北九州市は､ その克服の

過程で蓄積された経験やノウハウを環境国際協力に活用､ 今で

は日本の循環型社会づくりの実践者としての牽引役を果たして

います｡ 最も有名な企業といえば､ 八幡製鉄所 (現：新日鉄住

金)｡ 北九州を語る上でこの会社や､ この会社が作った ｢スペースワールド｣ は外せません｡ 宇宙をテーマにし

たテーマパークで､ 学生の遊び場､ 成人式会場､ カウントダウンイベントとしてもよく訪れる場所｡ 残念ながら

今年末に閉鎖されることになりましたが､ 永遠に北九州市のシンボルです｡

その他の見どころをご紹介します｡ ｢門司港レ

トロ｣ は､ 明治から大正にかけて作られた建物が

建ち並ぶエリアです｡ 大正ロマン漂う数々の建物

が昔懐かしい雰囲気を醸し出し､ 独特な雰囲気を

演出｡ 今もなおその風情を色濃く残しています｡

国重要文化財の木造駅舎や鉄道記念館等､ レトロ

な雰囲気を満喫できる観光スポットとして人気です｡ その対岸には山口県の下関唐戸市場があります｡ 船で10分

足らず｡ 門司港へ訪れた際にはこちらも是非コースに加えてください｡ 市場の寿司は絶品です｡ 夜には ｢皿倉山｣

へどうぞ｡ 新日本三大夜景にも選ばれた100万ドルの夜景を眺めながらゆっくりとした時間を過ごすことができ

ます｡ 昼には工場街や山海の風景､ 北九州市を一望できます｡ 食べ物も美味しく､ 工業と環境が調和した街､ 北

九州市へ是非一度お越しください｡ (記 ㈱"#$�ジャパン藤沢事業所 玉泉智栄)



10% 塩酸 硫酸 蓚酸（しゅうさん）

変色例

使い方
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谷口商会の環境対策資材

漏酸示色監視帯

■製造・販売元

谷口商会株式会社
谷口商会 検索

http://www.taniguti.co.jp/
E-mail info@taniguti.co.jp

アシッドテープAC-id TAPE

「配管からの気液漏れ」の「見落とし」の危険を低コストで防ぎませんか

安心の
塩酸、硫酸、硝酸など強酸の初期漏洩を吸収して飛散を防ぎ変色して危険を知らせます。

◉伸縮性があり、複雑な形の箇所にも
自在に巻くことができます。　

◉引張り切った末端を巻いてある布に
押し付けるだけで固定できます。

●接着剤、留め具、切断具などすべて不要。
べたつきもありません。
布同士の自着性を利用するので最低でも
一回り以上は巻いてください。

◇バルブ フランジ 点錆部など、漏洩の懸念のある
箇所に普段から巻きつけておきます。（交換目安１年～）

◇変色がないか定期的に目視確認してください。

▶
▶

変色中

変色後

変色前使用方法:

寸 法： 幅25ｍｍ×長さ10ｍ （巻直径 約11cm）
材 料： 伸縮性ポリエステル・鉄系顔料
適用酸濃度： pH2以下の強酸 （濃度60％以上は基布溶解）

適用可能な酸の種類や濃度・pHについては、
発売元または販売元までお問い合わせください。

色 調： 赤茶色 （示色反応後 白または黄）
ロットにより若干の色調の濃淡、むらが見られること
もありますが、性能品質に問題はございません。

変色に至る時間：数秒～数時間 （酸強度による）

※引っ張り切るときに顔料が舞い上がったり手に付くことがありますので
保護具をご使用ください。紫外線や温度変化に強く

屋外でも使用可能！

目の届かない処も
見つけやすい！




